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本市の観光振興につきまして、日頃より格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げま

す。

さて、本市では、市内への誘客促進と地域経済の活性化を図るため、団体等が実施するスポ

ーツ合宿等の開催に伴い、市内の宿泊施設を利用する旅行を請け負った旅行業者様に対して

交付する「甲府市誘客促進事業補助金」を創設しております。

つきましては、この補助金へのご理解を賜りますとともに、貴協会会員等に対し本補助金を周

知いただきますよう併せてお願い申し上げます。
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・甲府市誘客促進事業補助金交付要綱および概要
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甲府市誘客促進事業補助金交付要綱  

 

平成２０年３月２８日 

   産 第 １ 号 

 

（目的）  

第１  この要綱は、本市への誘客促進と地域経済の活性化を図るた

め、大会、合宿及び各種会議（以下「大会等」という。）の開

催に伴い、市内宿泊施設を利用する大会等の主催者又は旅行を

請け負った旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）

に基づく旅行業の登録を受けた者で営業所、支店含む。）に対

し、予算の範囲内において甲府市誘客促進事業補助金（以下「補

助金」という。）を交付するものとし、当該補助金の交付に関

しては、甲府市補助金等交付規則（昭和３８年１１月規則第５

０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。  

 

（定義）  

第２  この要綱において、「大会等」とは、次の各号のいずれかに

該当するものとする。  

⑴  スポーツ、文化等の各種大会  

⑵  スポーツ、文化団体等の合宿  

⑶  学会、総会、研究会、研修会等の各種会議  

⑷  前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの  

 

（交付対象大会等）  

第３  補助金の対象となる大会等は、次の各号をいずれも満たす大

会等とする。  

⑴  甲府市内の宿泊施設に滞在すること。  

⑵  大会等に参加した者の延べ宿泊数（宿泊施設に宿泊した人数に

当該宿泊日数を乗じた数をいう。）が５０人泊以上（スポーツ、

文化団体等の合宿にあっては、２０人泊以上）であること。  

⑶  市から他の補助金等の交付又は会場等の減免の措置を受けてい

るものでないこと。  

⑷  営利を目的としたものでないこと。  

⑸  政治的又は宗教的活動を目的としたものでないこと。  



⑹  公序良俗に反するものでないこと。  

 

（複数年度にわたる大会等の補助対象年度等）  

第４  １回の大会等が複数年度にわたり実施される場合の補助対象

年度は、当該大会等の最終宿泊日の属する年度とする。この場

合において、第３第１項に規定する延べ宿泊数は、当該大会等

の初日から最終日までの延べ宿泊数とする。  

 

（補助金の額）  

第５  補助金の額は、１０万円を限度とし、基本額１万円と宿泊延

べ人員に１人当たり３００円を乗じて得た額との合計額とする。

ただし、延べ宿泊数が６００泊を超える場合は、２０万円を限

度額とする。  

 

（補助金の交付申請及び実績報告）  

第６  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、大会等の終了後３０日以内に、甲府市誘客促進事業補助金

申請書  （様式第１号）に、宿泊証明書（様式第２号）を添え

て市長に提出しなければならない。  

 

（補助金の交付決定等）  

第７  市長は、第６の申請に係る書類の提出を受けた場合は、その

内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定する

とともに、その額を確定し、その旨を補助金額確定通知書（様

式第３号）により申請者に通知するものとする。  

 

（決定の取り消し及び返還等）  

第８  市長は、第７に規定する交付の決定を受けた又は補助金の交

付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、

交付決定を取り消し、既に交付した補助金を全額返金させるこ

とができる。  

⑴  虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合  

⑵  この要綱の規定に違反した場合  

 

 

 



（関係書類の整備及び保管）  

第９  補助金の交付を受けた者は、補助金の交付に係る書類等を整

備し、補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければ

ならない。  

 

 （その他）  

第１０  この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に

定める。  

 

附  則  

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。  

 

附  則  

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  



甲 府 市 誘 客 促 進 事 業 補 助 金 の 概 要  

 

１  目 的  

甲 府 市 へ の 誘 客 促 進 と 地 域 経 済 の 活 性 化 を 図 る た め 、大 会 、合 宿 及 び 各 種

会 議 の 開 催 に 伴 い 、市 内 宿 泊 施 設 を 利 用 す る 大 会 等 の 主 催 者 又 は 旅 行 を 請 け

負 っ た 旅 行 業 者 に 対 し て 補 助 金 を 交 付 す る も の で す 。  

 

２  補 助 対 象 と な る 大 会  

⑴  ス ポ ー ツ 、 文 化 等 の 各 種 大 会  

⑵  ス ポ ー ツ 、 文 化 団 体 等 の 合 宿  

⑶  学 会 、 総 会 、 研 究 会 、 研 修 会 等 の 各 種 会 議  

⑷  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 ⾧ が 適 当 と 認 め る も の  

 

３  補 助 対 象 者  

⑴  大 会 等 の 主 催 者  

⑵  旅 行 を 請 け 負 っ た 旅 行 業 者  

【 旅 行 業 法 に 基 づ く 旅 行 業 の 登 録 を 受 け た 者 で 営 業 所 、 支 店 を 含 む 】  

補 助 金 の 申 請 は 、 ⑴ と ⑵ 両 方 か ら 申 請 は で き ま せ ん 。  

 

４  補 助 要 件  

補 助 金 の 対 象 と な る 大 会 等 は 、 次 の 要 件 を い ず れ も 満 た す 大 会 と し ま す 。 

⑴  甲 府 市 内 の 宿 泊 施 設 に 滞 在 す る こ と 。  

⑵  大 会 等 に 参 加 し た 者 の 延 べ 宿 泊 数 （ 宿 泊 施 設 に 宿 泊 し た 人 数 に 当 該 宿 泊

日 数 を 乗 じ た 数 を い う 。 ） が ５ ０ 人 泊 以 上 で あ る こ と 。  

※ ス ポ ー ツ 、 文 化 団 体 等 の 合 宿 に あ っ て は 、 ２ ０ 人 泊 以 上  

⑶  市 か ら 他 の 補 助 金 等 の 交 付 又 は 会 場 等 の 減 免 の 措 置 を 受 け て い る も の で

な い こ と 。  

⑷  営 利 を 目 的 と し た も の で な い こ と 。  

⑸  政 治 的 又 は 宗 教 的 活 動 を 目 的 と し た も の で な い こ と 。  

⑹  公 序 良 俗 に 反 す る も の で な い こ と 。  

 

５  補 助 金 交 付 額  

基 本 額 １ 万 円 と 宿 泊 延 べ 人 員 に １ 人 当 た り ３ ０ ０ 円 を 乗 じ て 得 た 額 と の

合 計 額 を 交 付 し ま す 。上 限 額 は １ ０ 万 円 で す 。た だ し 、延 べ 宿 泊 数 が ６ ０ ０

泊 を 超 え る 場 合 は 、 上 限 額 ２ ０ 万 円 と な り ま す 。  

 

※ 申 請 等 の 詳 細 に つ き ま し て は 、 要 綱 を ご 確 認 く だ さ い 。  

※ 甲 府 市 ホ ー ム ペ ー ジ Ｕ Ｒ Ｌ  

https://www.city.kofu.yamanashi . jp/kanko/kyoiku/sports/kanko.html 




